
２．令和６年度企業主導型保育事業について
（２）委託事業の実績について ①指導監査
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■ 再委託先における実施状況
    東日本エリア 188施設・東海エリア 112施設〈方針：300施設〉
実地による監査を７月から開始し、当初予定していた全施設への監査を完了した。

資料Ⅱ－①

① 立入調査

＊令和6年度9月末の時点で当該年度
の運営費の助成決定がされている施設
（4,397施設）を算出し、休園等施設
（30施設）を省いたものが、(4,367
施設）とした。）

実績結果
実施数

（計画数）

協会
4,067

（約4,200)

再委託先
300

（300）

合計
4,367＊

（約4,500）

■ 協会における実施状況〈方針：約4,200施設〉
実地による監査を6月から開始し、監査対象4,067全施設への監査を完了した。

 令和6年度の協会の実施分については、令和5年度同様内製化率93.1%であるが、
     関係部署との連携強化とともに指導監査部内の多様な人材活用により、関西支所
     の近畿エリア立入調査地域を拡張し、関西支所987施設（拠点構成比率24.3%)の監査を完了した。
 自治体との合同調査６施設を実施し、監査連携・効率化に取り組んだ。
＊香川県高松市役所と1施設（7月）、宮城県仙台市役所と1施設（10月）、沖縄中部広域市町村圏組合

      事務組合と２施設（11月)、沖縄県庁と2施設（12 月）の同行立入調査実施。
 研修専任者/監査OJT同行者の設置、調査手順書及びマニュアル等の整備により監査員の育成強化を行うと
ともに、グループリーダーの育成を図り、監査品質向上と立入調査の均質化、マネジメント強化に努めた。

 再委託先については、施設数の多い関東圏等に集中実施させることにより、効率化とリスクマネジメント
の管理体制強化を行い、立入調査の質を担保した。
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２．令和６年度企業主導型保育事業について
（２）委託事業の実績について ①指導監査

（参考）主な文書指摘事項（職員配置や保育内容に関する文書指摘事項）令和６年度結果

＊改善報告書の提出状況
2,875施設が改善を要する施設であり、全施設から改善報告書提出済。

・立入調査4,367施設（1,492施設が改善不要施設）

R６年度件数 【参考】
R５年度件数

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること。 755 884
・安全計画に基づく安全確保のための取組を行うこと。 290 436
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果等を確認すること。 209 309
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと。 194 294
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること。 144 191
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと。 91 124
・職員の健康診断を適切に実施すること。（採用時又は定期） 90 138
・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること。 81 95
・開所時間の全てにおいて、必要な保育従事者数の半数以上の保育士を確保すること。 67 53
・ヒヤリハット報告書等を作成し改善策等を職員間で共有すること。 65 94


Sheet1

						（別添）専門的財務監査評価基準 ベッテン センモンテキ ザイムカンサ ヒョウカ キジュン				立入調査結果通知書（専門的財務監査）
記載文（＝施設への通知文） タチイリチョウサ ケッカ ツウチショ センモンテキ ザイムカンサ キサイブン シセツ ツウチ ブン

						監査事項No. カンサ ジコウ		監査事項、評価事項 カンサ ジコウ ヒョウカ ジコウ

						３_収入_(２)その他収入_ウ シュウニュウ タ シュウニュウ		（監査事項）職員や保護者からの実費徴収当の収入によって支払われた支出がある場合には、当該金額を収支決算書の調整項目で支出の減産処理をしているか確かめる
→（評価事項）当該項目について減算処理をしていない カンサ ジコウ ショクイン ホゴシャ ジッピチョウシュウ トウ シュウニュウ シハラ シシュツ バアイ トウガイ キンガク シュウシケッサンショ チョウセイ コウモク シシュツ ゲンサン ショリ タシ ヒョウカ ジコウ トウガイ コウモク ゲンサン ショリ		職員及び保護者から徴収した経費を財源とした取引は、助成対象外であることから、収支決算書において調整のうえ、除外すること。

						監査事項No. カンサ ジコウ		公表文言 コウヒョウ モンゴン

						３_収入_(２)その他収入_ウ シュウニュウ タ シュウニュウ		運営費の助成対象となっている経費に、職員や保護者からの実費徴収等の収入によって支払われた支出がある場合に、当該金額について収支決算書の調整項目で支出の減算処理をしていない。

														監査事項No. カンサ ジコウ		公表文言 コウヒョウ モンゴン

														３_収入_(２)その他収入_ウ シュウニュウ タ シュウニュウ		運営費の助成対象となっている経費に、職員や保護者からの実費徴収等の収入によって支払われた支出がある場合に、当該金額について収支決算書の調整項目で支出の減算処理をしていない。
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				R６年度件数		【参考】
R５年度件数 ネンド ケンスウ

		・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること。		755		884

		・安全計画に基づく安全確保のための取組を行うこと。		290		436

		・乳幼児の利用開始時に健康診断結果等を確認すること。		209		309

		・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと。		194		294

		・乳幼児の健康診断を適切に実施すること。		144		191

		・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと。		91		124

		・職員の健康診断を適切に実施すること。（採用時又は定期）		90		138

		・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること。		81		95

		・開所時間の全てにおいて、必要な保育従事者数の半数以上の保育士を確保すること。		67		53

		・ヒヤリハット報告書等を作成し改善策等を職員間で共有すること。		65		94







２．令和６年度企業主導型保育事業について
（２）委託事業の実績について ①指導監査

② 専門的な指導・監査（専門的労務監査・専門的財務監査）

 専門的労務監査 実施件数：500施設
(再委託)

 再委託先における実施状況
実地による監査を8月より開始、当初予定していた全施設への監査を完了した。

   【専門的労務監査の考え方】
過去の立入調査で複数回、労務関係の指摘を受けた施設や、処遇改善等加算等の
労務に係る加算を取得している施設の中から500施設を選定し実施している。

【労務監査を実施した都道府県】 
・北海道20施設・宮城県20施設・福島県20施設・茨城県20施設・東京都40施設
・埼玉県30施設・神奈川県30施設・千葉県30施設・静岡県25施設・長野県5施設
・愛知県30施設・岐阜県20施設・徳島県10施設・大阪府40施設・京都府20施設
・滋賀県10施設・兵庫県30施設・福岡県30施設・長崎県10施設・熊本県20施設
・鹿児島県20施設・沖縄県20施設
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２．令和６年度企業主導型保育事業について
（２）委託事業の実績について ①指導監査

② 専門的な指導・監査（専門的労務監査・専門的財務監査）

＊改善報告書の提出状況
376施設が改善を要する施設であり、全施設から提出済み

・専門的労務監査施設500施設（ 124施設が改善不要施設）

(参考）専門的労務監査 主な文書指摘事項（令和６年度結果）
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R６年度件数 【参考】
R５年度件数

・割増賃⾦について不適切な運⽤がされている。 139 127
・給与規程等根拠規定に基づき⽀給されていない。または一致していない。 138 144
・職務⼿当等の⼿当の⼀部を処遇改善等加算とする場合の内訳が不明確であ
る。 73 68

・給与規程の⽀給項⽬と実際の⽀給項⽬（⼿当）が⼀致していない。または⼿
当名称と実態が⼀致していない。 55 138

・法定労働時間を超過している労働者または休日に労働している労働者がいるが
適切な割増賃金が⽀払われていない。 53 65

・処遇改善等加算を⼀時⾦で⽀払った際の賞与⽀払い届の提出および社会保険
料控除がなされていない。 36 37

・処遇改善等加算、処遇改善加算の⽀給について労働者が認知していない。 35 58
・計画年休、時季指定による年次有給休暇が年5⽇以上の取得ができていない。 34 36
・厚⽣年⾦・健康保険の被保険者について、標準報酬⽉額の算定、⽉額変更の
届出が適正に⾏われていない。 30 33

・処遇改善等加算Ⅱの⽀給対象者としての辞令がでていない。 28 29
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 専門的財務監査 実施件数：400施設（再監査含む）
(再委託：再委託先A 200施設、再委託先B 100施設、再委託先C 100施設)
＊専門的財務監査、再監査の実施については、監査法人及び協会の有資格者、有識者（会計・経理経験者）
等の運用も考慮し約400施設（再監査施設を含む）を選定。
再監査については、令和３年度～令和５年度までの３ヵ年の監査において必要な書類が整っていない場合

       や監査当日に監査に対応できる担当者や責任者が不在のため調査の不備が生じた、または監査の実施に至
らなかった場合なども含め再監査の必要性のある施設、及び設置事業者の指摘事項の多かった施設を選定。
令和６年度再監査対象施設は16施設となった。

 再委託先における実施状況
実地による監査を７月より開始、当初予定していた全施設への監査を完了した。
【専門的財務監査の考え方】 
 監査実施年度前年における立入調査や完了報告の審査において、助成金の適正な管理・使用の観点で
指摘（把握）があった施設を最優先に対象とした。

 施設選定にあたっては、運営費の助成額が3,000万円以上の施設（※）のうち、過去の立入調査で
     財務関係の指摘を受けた施設から選定。
(※)助成額の条件に限らず、審査上の問題施設やこども家庭庁から個別に指示のあった施設について、追加で選定される可能性がある。

② 専門的な指導・監査（専門的労務監査・専門的財務監査）
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② 専門的な指導・監査（専門的労務監査・専門的財務監査）
(参考）専門的財務監査 主な文書指摘事項（令和６年度結果）

＊改善報告書の提出状況
394施設が改善を要する施設であり、全施設から提出済み

・専門的財務監査施設400施設（７施設が改善不要施設）

R６年度件数 【参考】
R５年度件数

・運営費完了報告の収支決算書に助成対象外の支出が計上されている。 298 376
・現金の管理（現金実査等）が適正でない。 175 219
・固定資産の現物実査が行なわれていない。 173 218
・経費支出の計上額が不明確または誤っている。 144 223
・保育事業に関わる経理規程が設定されていない、または内容に不備がある。 139 192
・発注業務に関する規程または規定が定められていない。 127 173
・保育事業の予算に対する実績管理の未実施または予算・実績管理帳表作成の不備がある。 95 118
・契約締結に関わる競争見積の取得等、経済的合理性の確認手続きが未実施または手続の
証跡が確認できない。 94 101

・積立資産の管理が適正でない。 78 51
・親族、役員や関係会社との取引の適正性が確認できない。 75 123
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記載文（＝施設への通知文） タチイリチョウサ ケッカ ツウチショ センモンテキ ザイムカンサ キサイブン シセツ ツウチ ブン

						監査事項No. カンサ ジコウ		監査事項、評価事項 カンサ ジコウ ヒョウカ ジコウ
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				R６年度件数		【参考】
R５年度件数 ネンド ケンスウ

		・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること。		755		884

		・安全計画に基づく安全確保のための取組を行うこと。		290		436

		・乳幼児の利用開始時に健康診断結果等を確認すること。		209		309

		・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと。		194		294

		・乳幼児の健康診断を適切に実施すること。		144		191

		・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと。		91		124

		・職員の健康診断を適切に実施すること。（採用時又は定期）		90		138

		・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること。		81		95

		・開所時間の全てにおいて、必要な保育従事者数の半数以上の保育士を確保すること。		67		53

		・ヒヤリハット報告書等を作成し改善策等を職員間で共有すること。		65		94

				R６年度件数		【参考】
R５年度件数 ネンド ケンスウ

		・割増賃⾦について不適切な運⽤がされている。		139		149

		・給与規程等根拠規定に基づき⽀給されていない。または一致していない。		138		177

		・職務⼿当等の⼿当の⼀部を処遇改善等加算とする場合の内訳が不明確である。		73		77

		・給与規程の⽀給項⽬と実際の⽀給項⽬（⼿当）が⼀致していない。または⼿当名称と実態が⼀致していない。		55		224

		・法定労働時間を超過している労働者または休日に労働している労働者がいるが適切な割増賃金が⽀払われていない。		53		69

		・処遇改善等加算を⼀時⾦で⽀払った際の賞与⽀払い届の提出および社会保険料控除がなされていない。		36		-

		・処遇改善等加算、処遇改善加算の⽀給について労働者が認知していない。		35		62

		・計画年休、時季指定による年次有給休暇が年5⽇以上の取得ができていない。		34		42

		・厚⽣年⾦・健康保険の被保険者について、標準報酬⽉額の算定、⽉額変更の届出が適正に⾏われていない。		30		40

		・処遇改善等加算Ⅱの⽀給対象者としての辞令がでていない。		28		-

				R６年度件数		【参考】
R５年度件数 ネンド ケンスウ

		・運営費完了報告の収支決算書に助成対象外の支出が計上されている。		298		376

		・現金の管理（現金実査等）が適正でない。		175		219

		・固定資産の現物実査が行なわれていない。		173		218

		・経費支出の計上額が不明確または誤っている。		144		223

		・保育事業に関わる経理規程が設定されていない、または内容に不備がある。		139		192

		・発注業務に関する規程または規定が定められていない。		127		173

		・保育事業の予算に対する実績管理の未実施または予算・実績管理帳表作成の不備がある。		95		118

		・契約締結に関わる競争見積の取得等、経済的合理性の確認手続きが未実施または手続の証跡が確認できない。		94		101

		・積立資産の管理が適正でない。		78		51

		・親族、役員や関係会社との取引の適正性が確認できない。		75		123







２．令和６年度企業主導型保育事業について
（２）委託事業の実績について ①指導監査

③ 特別立入調査・午睡時調査
 特別立入調査
不適切保育や不正受給・申請の過誤、その他（一斉退職等）について、情報提供（通報や苦情）があった場合や、
定期的な立入調査結果を踏まえ必要と認められる場合などに、必要に応じて、随時、抜き打ちで実施する。
さらに、審査部・子ども相談支援部とも連携するとともに、指導監査課と協議の上、状況に応じて午睡時調査・
立入調査の実施を進める。
また、自治体とは、適宜、情報共有の上、必要に応じて合同調査等を実施した。

 実施状況（令和7年3月31日時点）
特別立入調査の実施施設63施設（設置事業者数52事業者）
うち、不適切保育3５施設 (うち、自治体との合同調査2４施設)、不正受給・申請の過誤38施設
※特別立入調査に基づく文書指導の結果（不適切保育関連）
・協会から設置法人に対し、具体的な再発防止策として、①設置法人による当該職員への処遇及び改善指導、
②虐待防止マニュアルに沿った社内研修の実施、③当該職員の配置転換等を求めた。

不正受給・申請の過誤
保育従事者の
常勤換算

在籍児童の
出席日数等

週開所日数 開所時間 病児・病後児
・体調不良児

保育補助者
雇上強化加算

連携推進加算 一時預かり 定員超過

12件 13件 4件 1件 4件 7件 20件 1件 1件

不適切保育関連（※行為類型の統計）

叩く、小突く 引っ張る、掴む 閉じこめ、拘束 午睡対応不備 食事介助 不適切発言 配置基準違反 保護者トラブル

3件 6件 1件 4件 1件 3件 5件 3件

３５施設

３８施設
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③ 特別立入調査・午睡時調査

 午睡時調査 実施施設：６００施設
 調査対象
午睡時の調査対象施設選定基準に基づき、 ０，１歳児の利用児童数が３人以上の全施設
又は、保育士比率が100％未満の全施設を対象とした上で、以下の施設を優先的に対象とした。

• 令和５年度において事故報告や情報提供、通報があった施設
• 令和５年度の立入調査において、多くの指摘を受けた施設

 実施状況
調査対象の施設に対して実地による調査を５月から開始した。
令和６年度において事故報告や情報提供、通報等があったことにより再調査として実施したものを含め、
600施設、601件を実施した（同一施設への調査実施１件） 。

• 選定基準に基づいた調査対象に対する実地調査施設数：535施設
• 事故報告や情報提供、通報等の過年度を含めた課題施設への調査対象に対する実地調査施設数：65施設



(参考）午睡時調査の主な指摘事項（令和６年度結果）

２．令和６年度企業主導型保育事業について
（２）委託事業の実績について ①指導監査

※令和６年度午睡調査において、上記指摘のうち文書指摘は93件であった。全施設より改善報告書提出済。
※指摘に対する対応
・立入調査同様、速やかな改善を求めるため、結果通知書を発出し、改善報告書の提出を指示。
（主な改善報告の事例）
◆午睡時に必要な保育従事者が確保されていない
⇨配置基準に基づき、適切な配置になるよう休憩の工夫と人員増（新規採用）を行った。

◆うつぶせ寝の児童が見られた
⇨「教育・保育施設等における睡眠中の安全確保の徹底について」を施設内で共有した。
⇨うつぶせ寝の癖のある児童に関しては、常に観察し、あおむけ寝にすることを徹底した。

◆外部からの侵入防止に対する安全策がとられていない
⇨外部からの侵入防止に対する安全対策について、職員・運営会社・園から業者へ注意喚起を徹底した。

9

R６年度件数 【参考】
R５年度件数

・午睡室の設備等の危険防止・安全対策がとられていない。 289 306
・午睡時の利用児童同士の間隔が十分に確保されていない。 100 118
・うつぶせ寝に近い児童が見られた。 92 55
・掛物（布団、タオルケット等）シーツの配慮が適切に行われていない。 83 71
・午睡室の明るさが十分確保されていない。 66 72
・午睡時に必要な保育従事者数が確保されていない。 41 83
・午睡時において保育室の室内温度、湿度が管理されていない。 34 74
・うつぶせ寝の児童が見られた。 30 31
・午睡時の注意喚起のミニポスターが午睡室に貼られていない。 19 18
・外部からの侵入防止に対する安全対策がとられていない。 17 22


Sheet1

						（別添）専門的財務監査評価基準 ベッテン センモンテキ ザイムカンサ ヒョウカ キジュン				立入調査結果通知書（専門的財務監査）
記載文（＝施設への通知文） タチイリチョウサ ケッカ ツウチショ センモンテキ ザイムカンサ キサイブン シセツ ツウチ ブン

						監査事項No. カンサ ジコウ		監査事項、評価事項 カンサ ジコウ ヒョウカ ジコウ

						３_収入_(２)その他収入_ウ シュウニュウ タ シュウニュウ		（監査事項）職員や保護者からの実費徴収当の収入によって支払われた支出がある場合には、当該金額を収支決算書の調整項目で支出の減産処理をしているか確かめる
→（評価事項）当該項目について減算処理をしていない カンサ ジコウ ショクイン ホゴシャ ジッピチョウシュウ トウ シュウニュウ シハラ シシュツ バアイ トウガイ キンガク シュウシケッサンショ チョウセイ コウモク シシュツ ゲンサン ショリ タシ ヒョウカ ジコウ トウガイ コウモク ゲンサン ショリ		職員及び保護者から徴収した経費を財源とした取引は、助成対象外であることから、収支決算書において調整のうえ、除外すること。

						監査事項No. カンサ ジコウ		公表文言 コウヒョウ モンゴン

						３_収入_(２)その他収入_ウ シュウニュウ タ シュウニュウ		運営費の助成対象となっている経費に、職員や保護者からの実費徴収等の収入によって支払われた支出がある場合に、当該金額について収支決算書の調整項目で支出の減算処理をしていない。

														監査事項No. カンサ ジコウ		公表文言 コウヒョウ モンゴン

														３_収入_(２)その他収入_ウ シュウニュウ タ シュウニュウ		運営費の助成対象となっている経費に、職員や保護者からの実費徴収等の収入によって支払われた支出がある場合に、当該金額について収支決算書の調整項目で支出の減算処理をしていない。





Sheet2

				R６年度件数		【参考】
R５年度件数 ネンド ケンスウ

		・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること。		755		884

		・安全計画に基づく安全確保のための取組を行うこと。		290		436

		・乳幼児の利用開始時に健康診断結果等を確認すること。		209		309

		・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと。		194		294

		・乳幼児の健康診断を適切に実施すること。		144		191

		・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと。		91		124

		・職員の健康診断を適切に実施すること。（採用時又は定期）		90		138

		・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること。		81		95

		・開所時間の全てにおいて、必要な保育従事者数の半数以上の保育士を確保すること。		67		53

		・ヒヤリハット報告書等を作成し改善策等を職員間で共有すること。		65		94

				R６年度件数		【参考】
R５年度件数 ネンド ケンスウ

		・割増賃⾦について不適切な運⽤がされている。		139		149

		・給与規程等根拠規定に基づき⽀給されていない。または一致していない。		138		177

		・職務⼿当等の⼿当の⼀部を処遇改善等加算とする場合の内訳が不明確である。		73		77

		・給与規程の⽀給項⽬と実際の⽀給項⽬（⼿当）が⼀致していない。または⼿当名称と実態が⼀致していない。		55		224

		・法定労働時間を超過している労働者または休日に労働している労働者がいるが適切な割増賃金が⽀払われていない。		53		69

		・処遇改善等加算を⼀時⾦で⽀払った際の賞与⽀払い届の提出および社会保険料控除がなされていない。		36		-

		・処遇改善等加算、処遇改善加算の⽀給について労働者が認知していない。		35		62

		・計画年休、時季指定による年次有給休暇が年5⽇以上の取得ができていない。		34		42

		・厚⽣年⾦・健康保険の被保険者について、標準報酬⽉額の算定、⽉額変更の届出が適正に⾏われていない。		30		40

		・処遇改善等加算Ⅱの⽀給対象者としての辞令がでていない。		28		-

				R６年度件数		【参考】
R５年度件数 ネンド ケンスウ

		・運営費完了報告の収支決算書に助成対象外の支出が計上されている。		298		376

		・現金の管理（現金実査等）が適正でない。		175		219

		・固定資産の現物実査が行なわれていない。		173		218

		・経費支出の計上額が不明確または誤っている。		144		223

		・保育事業に関わる経理規程が設定されていない、または内容に不備がある。		139		192

		・発注業務に関する規程または規定が定められていない。		127		173

		・保育事業の予算に対する実績管理の未実施または予算・実績管理帳表作成の不備がある。		95		118

		・契約締結に関わる競争見積の取得等、経済的合理性の確認手続きが未実施または手続の証跡が確認できない。		94		101

		・積立資産の管理が適正でない。		78		51

		・親族、役員や関係会社との取引の適正性が確認できない。		75		123

				R６年度件数		【参考】
R５年度件数 ネンド ケンスウ

		・午睡室の設備等の危険防止・安全対策がとられていない。		289		306

		・午睡時の利用児童同士の間隔が十分に確保されていない。		100		118

		・うつぶせ寝に近い児童が見られた。		92		55

		・掛物（布団、タオルケット等）シーツの配慮が適切に行われていない。		83		71

		・午睡室の明るさが十分確保されていない。		66		72

		・午睡時に必要な保育従事者数が確保されていない。		41		83

		・午睡時において保育室の室内温度、湿度が管理されていない。		34		74

		・うつぶせ寝の児童が見られた。		30		31

		・午睡時の注意喚起のミニポスターが午睡室に貼られていない。		19		18

		・外部からの侵入防止に対する安全対策がとられていない。		17		22
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資料Ⅱ－②

【施設長等研修（集合研修）】 【中堅指導者養成研修】

① 企業主導型保育施設事業者・従事者研修

各研修の概要
◆ 保育安全研修、施設長等研修（集合研修）
保育士等キャリアアップ研修の内製化を
行った。

施設長等研修の集合研修
 令和６年８月～1０月に、集合研修を全国7都市において9回実施した（東京・大阪は2回開催）。
 全ての会場（全９回）において、こども家庭庁担当者（行政説明を実施）、巡回指導員が出席。
     また、開催地の自治体の担当者も出席し、自治体との連携強化にもつながった。
 企業主導型保育施設の現状・最新の施策や基調講演を行うとともに、施設間の情報交換や意見交換を
     協会職員も参加して行った。

保育安全研修 施設長等研修 中堅指導者養成研修
保育士等

キャリアアップ研修

受講
対象者

企業主導型
保育施設の
保育士等で

当該研修内容を
周知徹底できる者

企業主導型
保育施設の

施設長、園長等の
運営責任者

企業主導型
保育施設に
従事する

主任保育士等

企業主導型
保育施設に

従事する様々な
職種の職員

受講者数 4,232 4,112 173 9,815

修了者数 3,869 4,009 172 8,996

実施形式
オンデマンド
ライブ講義

オンデマンド
ライブ講義
集合研修

集合形式 オンデマンド

アンケートによる研修の満足度調査


資料Ⅱｐ１１

				保育安全研修 ホイクアンゼン ケンシュウ		施設長等研修　 シセツチョウトウ ケンシュウ						中堅指導者養成研修 チュウケンシドウシャ ヨウセイ ケンシュウ		保育士等キャリアアップ研修 ホイクシ トウ ケンシュウ

		受講対象者 ジュコウタイショウシャ		企業主導型保育施設の保育士及び保育従事者、その他の職種の者で当該研修内容を職場で周知徹底出来る者 
※各施設１名		企業主導型保育施設の
施設長、園長等の運営責任者
※各施設１名						企業主導型保育施設に従事する主任保育士等 キギョウシュドウガタ ホイク シセツ ジュウジ シュニン ホイクシ トウ		企業主導型保育事業を行う保育施設に従事する保育士・調理員・栄養士・看護師・事務職員など様々な職種の職員(非常勤職員を含む)　
※マネジメントは7年以上の他は概ね3年以上の経験 ネン イジョウ ホカ

		受講の要否 ジュコウ ヨウヒ		必須 ヒッス		必須 ヒッス						任意 ニンイ		任意 ニンイ

		受講者数／受講率 ジュコウシャ スウ ジュコウリツ		4,232／95.7％		4,251／96.1%						173／-		9,815 ／-

		修了者数／修了率 シュウリョウシャ スウ シュウリョウリツ		3869／91.4％		4,009（集合形式：約931）／97.5% シュウゴウ ケイシキ ヤク						172／99.4%		8996／91.3%

		実施形式 ジッシ ケイシキ		オンデマンド・ライブ講義 コウギ		オン
デマンド		ライブ
講義 コウギ		集合形式 シュウゴウ ケイシキ		集合形式 シュウゴウ ケイシキ		オンデマンド

		内製年度 ナイセイ ネンド		令和６年度 レイワ ネンド		未 ミ				令和6年度 レイワ ネンド		済 スミ		令和６年度 レイワ ネンド

		満足度 マンゾクド		98.5%						93.0%		97.0%		96.8%





資料Ⅳｐ２

				保育安全研修 ホイクアンゼン ケンシュウ		施設長等研修　 シセツチョウトウ ケンシュウ						中堅指導者養成研修 チュウケンシドウシャ ヨウセイ ケンシュウ		保育士等キャリアアップ研修 ホイクシ トウ ケンシュウ

		目的 モクテキ		企業主導型保育事業は、多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、待機児童の解消や、仕事と子育ての両立に資することを目的としている。
一方で、保育施設等における子どもの死亡事故などの重大事故は残念ながら毎年発生しており、質の確保を維持し、安全な保育環境を提供することは本事業においても最重要事項だと考える。
上記を踏まえ、子ども達に対して安心・安全な保育を行うことを目的とした研修を実施する。 イッポウ モクテキ ケンシュウ ジッシ		企業主導型保育事業は、多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、待機児童の解消や、仕事と子育ての両立に資することを目的としている。
本事業における保育の質の向上を図るため、企業主導型保育施設の施設長等に対し、最新の保育施策の動向や、施設の運営管理に必要な知識等を学ぶための施設長等研修を実施する。						保育のリーダー的役割を担う中堅指導者を対象に以下の3点を養うような研修を実施する。「児童の生涯にわたるウェルビーイングの向上を積極的に支援するための知識・技能」「働きやすい職場環境を自ら作り出し、保育施設の人材確保が可能な組織作り」「児童福祉に携わる者としての心構え」また、施設間のネットワークの形成にもつながるよう対面研修とする。 ホイク テキ ヤクワリ ニナ チュウケンシドウシャ タイショウ イカ テン ヤシナ ケンシュウ ジッシ シセツカン ケイセイ タイメン ケンシュウ		企業主導型保育事業費補助金実施要綱に基づく、企業主導型保育事業を行う保育施設に従事している者のうち、保育現場におけるリーダー的職員等に対する研修を実施し、各専門分野についての理解を深め、他の保育士等に指導助言ができるよう実践的な能力を身に付けることを目的とする。

		研修期間 ケンシュウキカン		eラーニング：令和6年9月2日～11月１日
ライブ講義：令和6年11月11日～12月20日（全18回） レイワ ネン ガツ ニチ ガツ ニチ コウギ レイワ ネン ガツ ニチ ガツ カ ゼン カイ		令和６年８月１日～12月20日
※集合研修は、全国8か所（札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡）で開催 レイワ ネン ガツ ニチ ガツ カ シュウゴウ ケンシュウ ゼンコク ショ サッポロ センダイ トウキョウ ナゴヤ オオサカ ヒロシマ フクオカ カイサイ						令和７年１月31日、２月４日、２月12日、２月18日（全４回）　 レイワ ネン ガツ ニチ ガツ ニチ ガツ ニチ ガツ ニチ ゼン カイ		令和６年９月２日～令和７年１月31日 レイワ ネン ガツ ニチ レイワ ネン ガツ ニチ

		実績 ジッセキ		4,232人 ニン		4,251人 ニン						173人 ニン		9,815人 ニン





資料Ⅱｐ１１ (修正)

				保育安全研修 ホイクアンゼン ケンシュウ		施設長等研修　 シセツチョウトウ ケンシュウ		中堅指導者養成研修 チュウケンシドウシャ ヨウセイ ケンシュウ		保育士等
キャリアアップ研修 ホイクシ トウ ケンシュウ

		受講
対象者 ジュコウ タイショウシャ		企業主導型
保育施設の
保育士等で
当該研修内容を
周知徹底できる者  トウ		企業主導型
保育施設の
施設長、園長等の
運営責任者		企業主導型
保育施設に
従事する
主任保育士等 キギョウシュドウガタ ホイク シセツ ジュウジ シュニン ホイクシ トウ		企業主導型
保育施設に
従事する様々な
職種の職員

		受講者数 ジュコウシャ スウ		4,232		4,112		173		9,815

		修了者数 シュウリョウシャ スウ		3,869		4,009		172		8,996

		実施形式 ジッシ ケイシキ		オンデマンド
ライブ講義 コウギ		オンデマンド
ライブ講義
集合研修 コウギ シュウゴウ ケンシュウ		集合形式 シュウゴウ ケイシキ		オンデマンド
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		大変満足している		100

		満足		66

		普通		4

		やや物足りない		2

		不満足		0

		総計		172
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普通　[パーセンテージ]
ややものたりない[パーセンテージ]

大変満足している	満足	普通	やや物足りない	不満足	100	66	4	2	0	
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資料Ⅱ－②

② 研修プログラム
研修の種類 講義科目・分野 講師名 所属・役職

鈴木　美枝子 玉川大学　乳幼児発達学科　教授
青木　雄子 玉川大学　乳幼児発達学科　准教授
関根　久美 川口短期大学　こども学科　教授
吉田　直哉 大阪府立大学　現代システム科学専攻　准教授
田甫　綾野 玉川大学　乳幼児発達学科　教授
福田　佳織 東洋学園大学　人間科学部　教授
田澤　里喜 玉川大学　教育学科　教授
須永　美紀 こども教育宝仙大学　こども教育学部　幼児教育学科　教授

障害児保育 八木　孝憲 仙台白百合女子大学 子ども教育学科 准教授
太田　百合子 東洋大学　ライフデザイン学部　非常勤講師
堤　ちはる 相模女子大学　栄養学部　健康栄養学科　教授
長谷川　実穂 昭和大学　医学部　小児科学講座　研究補助員
木村　美佳 東京家政大学短期大学部　保育科　講師
遠藤　登 株式会社　保育安全のカタチ　代表
上田　よう子 玉川大学　教育学部　乳幼児発達学科　講師
伊藤　路香 洗足こども短期大学　　幼児教育保育課　准教授
青木　雄子 玉川大学教育学部　乳幼児発達学科 准教授
坂田　哲人 大妻女子大学家政学部　児童学科　准教授
鈴木　 健史 東京立正短期大学　現代コミュニケーション学科　准教授
井上　眞理子 洗足こども短期大学　幼児教育保育科　科長補佐・教授
尾根　秀樹 洗足こども短期大学　幼児教育保育科　専任講師
加藤 翼 洗足こども短期大学　幼児教育保育科　専任講師
開　仁志 金沢星稜大学　人間学部　教授
大豆生田　啓友 玉川大学　教育学部　乳幼児発達学科　教授
土橋　久美子 白百合女子大学　人間総合学部　初等教育学科　准教授
三浦　主博 仙台白百合女子大学 人間学部　人間発達学科　教授・学科長
目良　秋子 白百合女子大学　人間総合学部　初等教育学科　教授
田澤　里喜 玉川大学　教育学科　教授
岩田　恵子 玉川大学　教育学部　乳幼児発達学科　教授
髙嶋 景子 聖心女子大学　現代教養学部教育学科　教授
藤原 里美 一般社団法人　チャイルドフッド・ラボ代表理事
小崎 恭弘 大阪教育大学 教育学部 健康安全教育系 学校教育教員養成課程家政教育部門教授
関山 浩司 社会保険労務士法人　こどものそら舎　代表
井上　眞理子 洗足こども短期大学　幼児教育保育科　科長補佐・教授
松山 洋平 和泉短期大学　児童福祉学科　教授
加藤 佑子 東京弁護士会所属　弁護士

こどもの発達の理解

施設の安定運営

保
育
士
等
キ
ャ

リ
ア
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ッ

プ
研
修

保育安全
研修

施
設
長
等
研
修

保育安全

施設長等研修（基調講演）
「人口減少社会と子育て家庭支援ーこどもの主体性を
尊重する保育ー」

乳児保育

幼児教育

食育・アレルギー

保健衛生・安全対策

保護者支援・子育て支援

マネジメント


Sheet1

		研修の種類 ケンシュウ シュルイ		講義科目・分野 コウギ カモク ブンヤ		講師名 コウシメイ		所属・役職 ショゾク ヤクショク

		保育安全
研修 ホイクアンゼン ケンシュウ		保育安全 ホイクアンゼン		鈴木　美枝子		玉川大学　乳幼児発達学科　教授

						青木　雄子 アオキ ユウ コ		玉川大学　乳幼児発達学科　准教授 ジュン

		保育士等キャリアアップ研修 ホイクシトウ ケンシュウ		乳児保育 ニュウジホイク		関根　久美 セキネ クミ		川口短期大学　こども学科　教授

						吉田　直哉 ヨシダ ナオヤ		大阪府立大学　現代システム科学専攻　准教授 フリツ ダイガク ゲンダイ カガク センコウ ジュンキョウジュ

				幼児教育 ヨウジキョウイク		田甫　綾野		玉川大学　乳幼児発達学科　教授

						福田　佳織		東洋学園大学　人間科学部　教授

						田澤　里喜		玉川大学　教育学科　教授

						須永　美紀		こども教育宝仙大学　こども教育学部　幼児教育学科　教授

				障害児保育 ショウガイジ ホイク		八木　孝憲 ヤギ		仙台白百合女子大学 子ども教育学科 准教授

				食育・アレルギー ショクイク		太田　百合子 オオタ ユリコ		東洋大学　ライフデザイン学部　非常勤講師 トウヨウダイガク ガクブ ヒジョウキン コウシ

						堤　ちはる		相模女子大学　栄養学部　健康栄養学科　教授 エイヨウガクブ

						長谷川　実穂 ハセガワ ミホ		昭和大学　医学部　小児科学講座　研究補助員 ショウニカガク コウザ ケンキュウホジョイン

				保健衛生・安全対策 ホケンエイセイ アンゼン タイサク		木村　美佳 キムラ ミカ		東京家政大学短期大学部　保育科　講師

						遠藤　登 エンドウ ノボル		株式会社　保育安全のカタチ　代表 カブシキガイシャ ホイクアンゼン ダイヒョウ

				保護者支援・子育て支援 ホゴシャ シエン コソダ シエン		上田　よう子 ウエダ		玉川大学　教育学部　乳幼児発達学科　講師

						伊藤　路香		洗足こども短期大学　　幼児教育保育課　准教授 ヨウジ キョウイク ホイクカ ジュンキョウジュ

						青木　雄子		玉川大学教育学部　乳幼児発達学科 准教授

				マネジメント		坂田　哲人 サカタ テツヒト		大妻女子大学家政学部　児童学科　准教授

						鈴木　 健史		東京立正短期大学　現代コミュニケーション学科　准教授 ゲンダイ ガッカ ジュンキョウジュ

						井上　眞理子 イノウエ マリコ		洗足こども短期大学　幼児教育保育科　科長補佐・教授 カチョウ ホサ

						尾根　秀樹 オネ ヒデキ		洗足こども短期大学　幼児教育保育科　専任講師 センニン コウシ

						加藤 翼 ツバサ		洗足こども短期大学　幼児教育保育科　専任講師 センニン コウシ

						開　仁志 ヒラ ヒトシ シ		金沢星稜大学　人間学部　教授 カナザワ ホシ リョウ ダイガク ニンゲンガクブ キョウジュ

		施設長等研修 シセツチョウトウ ケンシュウ		施設長等研修（基調講演）
「人口減少社会と子育て家庭支援ーこどもの主体性を尊重する保育ー」 シセツチョウトウ ケンシュウ キチョウコウエン ジンコウゲンショウ シャカイ コソダ カテイシエン シュタイセイ ソンチョウ ホイク		大豆生田　啓友 オオマメウダ ケイユウ		玉川大学　教育学部　乳幼児発達学科　教授 タマガワ ダイガク キョウイク ガクブ ニュウヨウジ ハッタツ ガッカ キョウジュ

						土橋　久美子 ドバシ クミコ		白百合女子大学　人間総合学部　初等教育学科　准教授 シラユリ ジョシダイガク ニンゲンソウゴウガクブ ショトウキョウイク ガッカ ジュンキョウジュ

						三浦　主博 ミウラ シュ ハク		仙台白百合女子大学 人間学部　人間発達学科　教授・学科長 ニンゲン ガクブ ニンゲン ハッタツ ガッカ キョウジュ ガッカ チョウ

						目良　秋子 メラ アキコ		白百合女子大学　人間総合学部　初等教育学科　教授 シラユリ ジョシダイガク

						田澤　里喜		玉川大学　教育学科　教授

						岩田　恵子 イワタ ケイコ		玉川大学　教育学部　乳幼児発達学科　教授 タマガワ ダイガク キョウイク ガクブ ニュウヨウジ ハッタツ ガッカ キョウジュ

				こどもの発達の理解		髙嶋 景子		聖心女子大学　現代教養学部教育学科　教授

						藤原 里美		一般社団法人　チャイルドフッド・ラボ代表理事

						小崎 恭弘		大阪教育大学 教育学部 健康安全教育系 学校教育教員養成課程家政教育部門教授

				施設の安定運営		関山 浩司		社会保険労務士法人　こどものそら舎　代表

						井上　眞理子 イノウエ マリコ		洗足こども短期大学　幼児教育保育科　科長補佐・教授 カチョウ ホサ

						松山 洋平		和泉短期大学　児童福祉学科　教授

						加藤 佑子		東京弁護士会所属　弁護士

		中堅指導者養成研修 チュウケン シドウシャ ヨウセイ ケンシュウ		組織の中のリスクマネジメントー安心して働くための心をつなぐコミュニケーション術ー ソシキ ナカ アンシン ハタラ ココロ ジュツ		古澤　和哉 フルサワ カズヤ		古澤社会保険労務士事務所　代表 フルサワ シャカイ ホケン ロウムシ ジムショ ダイヒョウ

				保育制度の動向及び関係法令等		鈴木　一光 スズキ カズミツ		公益財団法人　児童育成協会理事長

						藤原 朋子		こども家庭庁 成育局長

						大部 沙絵子		こども家庭庁 成育局　保育政策課 認可外保育　施設担当室室長

						藤田 智夫		公益財団法人　児童育成協会　企業主導型保育事業　本部 本部長
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 令和7年3月までに60,316件（電話対応52,653件、メール対応7,663件）の問い合わせに対応した
  （電話応対完了率95.9％）なお、この件数は相談支援課のみの対応件数となる。
   本年度より、新たなCTIソフトウェア（電話とパソコンを連携させるシステム）を導入しているため
    昨年度との比較は割愛する。
 最も多い問い合わせは「運営費の助成」に関する問い合わせ、次いで「保育運営」に関する相談である。
年度当初から「公金管理システム（PMMS）」の導入に関する問い合わせが急増した。
そのため、細やかな情報発信や「よくあるお問い合わせ（FAQ）」の整備など事業者に寄り添った対応を行った。

資料Ⅱ－③

① 電話・メールによる問い合わせ

② 相談窓口に関するアンケートの実施

応対品質 回答内容

 助成決定事業者、および運営委託事業者を対象に、相談支援窓口の品質向上を目
的としたアンケートを実施した。応対品質は約８2％（昨年度 約80％）、回答
内容は約７6％（昨年度 約73％）が「大変満足～普通」との回答となり、応対
品質、回答内容共に昨年度よりも評価が向上した。

 「電話だけでなくパソコン画面上で一緒に案内してくれるので、必要な情報まで
辿り着きやすくなった」「とても分かりやすい説明で、理解できるまで細かい説
明をしていただいた」などの意見があった。

 昨年度から引き続き、ポータルサイトの「よくあるお問い合わせ（FAQ）」情報
の追加やご案内の明確化により、問い合わせ件数の根本的な削減に努めている。

大変
満足

満足 普通 不満
大変
不満

問い合わせ
経験無し

令
和
６
年
度

Ⓐ電話総呼数 136,046件

Ⓑ対応件数 130,417件

完了率（Ⓑ÷Ⓐ） 95.9%

令
和
５
年
度

Ⓐ電話総呼数 125,379件

Ⓑ対応件数 117,237件

完了率（Ⓑ÷Ⓐ） 93.5%
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 保育の質の向上及び児童の安全等の確保を図る観点から、保育内容等に関する
助言・指導を実施するための巡回指導を計21名の巡回指導員で実施した。
実施前には相談内容事前確認シートを用いて施設側のニーズを把握すること
で巡回指導をより効果的なものとした。
年度目標である約700施設への訪問実施を年度内に達成した。（表１参照）

年度 予定数 実施施設数

令和６年度 約700件 720件

令和５年度 約700件 726件

③ 巡回指導 （表１）

 毎月１回、巡回指導員が参加する巡回指導会議を開催し、テーマに沿った
協議を経て巡回指導の標準化を図った。（表２参照）
テーマについて意見交換を行う中で、他の巡回指導員の助言内容を知ること
で具体的な助言につながるといった成果が見られた。

（表２）

 巡回指導を保育施設がどのように受け止めたかを把握するため、アンケート
による満足度等調査を行った。
巡回指導が今後の参考になったと回答した施設は84%であった。

（表３参照）＜令和６年度の活動に対する回答数は581件＞

 巡回指導をサポートする取組として当該地域に巡回指導員を派遣し、
巡回指導員による講義や参加者同士のワークショップ・交流を通して、
各施設共通の悩みや課題を地域の中で解決できる場の構築を目的に仙台市と
岡山市の２都市で地域交流会を実施した。

 アンケートから見た参加者の満足度は、５段階評価のうち４以上は95％であった。

（表３）

④ 巡回指導会議

⑤ 巡回指導に関するアンケート

⑥ 地域交流会
「今回の巡回指導で、貴園における今
後の実践の参考になりましたか」

⇒５段階評価のうち4以上で84％

会議テーマの一例
「食育、アレルギー対応、誤嚥誤飲について」

「夏に向けて、熱中症、感染症、事故防止について」

「こどもの主体性を尊重する人的環境とは」

「保育所等における虐待等の防止と支援について」

「配慮が必要なこどもとその保護者との関わり方」
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⑦ 審査渉外部

 経営状況監査(調査)の実施
 総事業者約3,300社から決算書を徴求、その内容を精査し財務健全性に懸念の兆候のある事業者に対しヒアリングを実施

 経営不振事業者に対して事業譲渡などの施設承継支援を実施
→令和6年度実績 【事業譲渡】<成立>12社 19施設

 業態悪化の予兆のデータ収集及び分析を行い、ヒアリング対象先の抽出指標を追加
→手許資金の急激な低下が業態悪化の予兆として現れており、新指標として「当座比率前期比▲40%以上低下」を追加

 令和6年度の活動からの課題と来年度以降の改善策

 課題は、財務分析データの拡大による網羅性の向上
  来年度以降の改善策は、更なる評価指標の検討と追加及び決算書徴求タイミングの再考

 施設承継支援への注力

 データの収集・分析
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